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 このたび国立水俣病総合研究センターに「水俣病に関する社会科学的研究会」の報

告書を提出するはこびに至ったことは、座長として感慨深いものがある。 
 この研究会の目的は、政府統一見解に至る水俣病の原因究明と対応の過程に絞られ

た。奇病発見以来 12 年を要した政府の政策決定の遅れが水俣病の新潟における再発を

はじめとする悲惨な被害の拡大をまねく経緯についての検証は、行政にとって厳しい

反省を迫るばかりでなく、水俣病事件にさまざまな立場で関わってきた各委員にとっ

ても、厳しい議論であったに違いない。 
 国立水俣病総合研究センターとして、研究会を立ち上げてこうした課題に取り組む

ことについて、既に水俣病公式発見から 40 年以上が過ぎ遅すぎたという批判もあるか

もしれないが、平成 7（1995）年 9 月に水俣病問題の政府解決策を患者団体が受け入れ、

国の責任を追及する紛争が和解するまでは、国立の研究所が、全く立場を異にした研

究者を集めて、「教訓」の論議を行うことなど期待しようも無かった。政府解決策を受

け入れなかった関西訴訟は係争中であるが、政治的には一段落をみ、水俣では「もや

い直し」が提唱されるなど、社会的にも和解の機運が生じてきた。 
 最初の会議で私が座長を引き受けることになったが、いかに政治的に一段落したと

はいえ、委員の顔ぶれを見たところ、これだけ立場の違う人を揃えて果たして議論が

まとまるものかどうか不安を抱いていた。しかし、これは次第に杞憂であったことが

分かった。 
 事務局には、毎回各委員から出た意見を整理してもらい、討論の素材とする文案作

成や参考資料の収集をしてもらった。事務局は委員の意見に忠実に素材を作成してく

れ、議論に枠を設けるようなことはなかった。また、当初は１年あまりで報告書をま

とめてほしいという要望があったようだが、この点も、十分議論を尽くすことを優先

させてもらうこととした。 
 それぞれの立場から、自らの体験を基に闊達な議論が交わされ、時には書かれた人

にとっては不愉快な思いをする事実も出された。また、行政や企業に対しても厳しい

意見が出された。 
 しかし、回を重ね、次第に議論が煮詰まってくると、全く立場を異にしていると思

われる委員の間で共通した認識がえられ、そこから教訓を導く作業は順調に進行して

いった。結局、両論併記や個人的見解をそのまま残すという箇所もほとんど残らなか

った。 
 ここに、水俣病の失敗を二度と繰り返さないためのこの研究目的のため、大局的観

点から難しい議論の進行に参加、協力していただいたすべての委員に敬意を表し、こ

の事務局として努力していただいた方々にも座長として深く感謝したい。 
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第１回 平成９年７月５日 

第２回 平成９年 11 月 24 日 

第３回 平成 10 年 2 月 22 日 

第４回 平成 10 年 4 月 18 日 

第５回 平成 10 年 5 月 8 日・9日 

第６回 平成 10 年 7 月 19 日・20 日 

第７回 平成 10 年 10 月 31 日・11 月 1 日 

第８回 平成 11 年 3 月 21 日・22 日 

第９回 平成 11 年 6 月 26 日・27 日 

第 10 回 平成 11 年 9 月 5 日・6日 

第 11 回 平成 11 年 12 月 4 日 
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 「水俣病に関する社会科学的研究会」は、平成 7（1995）年の水俣病の政治解決のと

きに閣議決定された「水俣病問題の解決に当たっての内閣総理大臣談話」の趣旨に基

づき、国立水俣病総合研究センター（以下「国水研」という。）の研究プロジェクトと

して平成 9（1997）年 7月に設置された。 

 ここでは、水俣病の悲劇、特に被害が拡大してしまった経緯について、行政機関、

企業、研究機関、被害者等の各主体の対応を中心に社会科学的観点から整理・考察し、

日本のみならず諸外国の政府の政策決定や企業の環境汚染対策に活かせるような教訓

を導くことを目的とした。 

 この研究会では、まず研究会が扱う期間を、昭和 31 年 5 月の水俣病公式発見を経て

昭和 43 年 9 月の政府統一見解に至るまでに限ることとして、国水研が平成 9年 4月か

ら、水俣病発見初期の治療や研究に携わった医師、研究者、これまで長年にわたり水

俣病問題について研究してきた研究者、現代の環境問題の研究者などの人選を始めた。 

 そして、10 名の委員の承諾をいただき、平成 9年 7月 5日、熊本市内で第 1回研究

会を開催し、橋本道夫氏に座長をお願いすることを決定した。 
 研究会は、国水研国際・総合研究部社会科学室が事務局を務め、橋本座長のご指導

のもとに報告書作成に向けた整理作業に当たったが、重要な経緯・事実の選択、考察

ポイント設定など、全く白紙の状態から始めていただいた。 
 毎回、委員から出された意見を整理した「素案」をつくり、さらにそれをもとに内

容を深めていただいた。次第に検討すべき項目が増え、第 5 回（平成 10 年 5 月 8、9
日）以降は二日にわたる研究討議を行った。 
 第 6 回（平成 10 年 7 月 19、20 日）から具体的な教訓の抽出に入り、その後は、新

たな事実や考察を追加しながら、表現の細部にわたる検討を 100 頁以上に及ぶ全文に

ついて繰り返し、報告書の完成に至った。 
 事実経過や評価については、残されている文書や証言を確認し、正確を期したが、

なお誤った解釈や触れられていない重要な事実があることと思う。したがって、この

報告書に書かれたことが最終的な結論であるわけではなく、多くの方からのご批判を

期待するものである。 
 最後に、長期間にわたり、ご多忙な中、この研究会の議論や報告書の作成に多くの

時間と労力を惜しまなかった座長始め委員各位に深甚の敬意を表したい。 



参考 
水俣病問題の解決に当たっての内閣総理大臣談話 

 

平成7年12月15日 

                      閣 議 決 定 

 

  公害の原点ともいうべき水俣病問題が、その発生から四十年を経て、多くの方々の

ご努力により、今般、当事者の間で合意が成立し、その解決をみることができました。 

 水俣病問題については、既に解決をみている公害健康被害の補償等に関する法律に

よる認定患者の方々の補償問題とは別に、認定を受けられない方々の救済に関して、

今日に至るまで未解決の問題が残されてまいりました。 

 私は、この問題の早期解決のため、与党、地元自治体とも緊密な連携をとりつつ、

誠心誠意努力してまいりました。重い歴史を背負いながらも苦渋の決断をされた各団

体の方々をはじめこの間の関係者のご努力に対し、心から敬意を表したいと思います。 

 解決に当たり、私は、苦しみと無念の思いの中で亡くなられた方々に深い哀悼の念

をささげますとともに、多年にわたり筆舌に尽くしがたい苦悩を強いられてこられた

多くの方々の癒しがたい心情を思うとき、誠に申し訳ないという気持ちで一杯であり

ます。 

 水俣病問題は、深刻な健康被害をもたらしたばかりでなく、地域住民の絆が損なわ

れるなど広範かつ甚大な影響を地域社会に及ぼしました。 

 私は、この解決を契機として、水俣病の関係地域の方々が、一日も早く、ともに手

を取り合って、心豊かに暮らすことができる地域社会が築かれるよう、心から願うも

のであります。 

 今、水俣病問題の発生から今日までを振り返る時、政府としてはその時々において

できる限りの努力をしてきたと考えますが、新潟での第二の水俣病の発生を含め、水

俣病の原因の確定や企業に対する的確な対応をするまでに、結果として長期間を要し

たことについて率直に反省しなければならないと思います。また、私は、このような

悲惨な公害は、決して再び繰り返されてはならないとの決意を新たにしているもので

あります。 

 政府は、今般の解決に当たり、総合対策医療事業、チッソ支援、地域の再生・振興

などについて、地元自治体と協力しながら施策を推進してまいりますとともに、水俣

病の悲劇を教訓として謙虚に学び、我が国の環境政策を一層進展させ、さらに、世界

の国々に対し、我が国の経験や技術を活かして積極的な協力を行うなど国際的な貢献

をしてまいる所存であります。 

 




